
　

　ただし

    には、就業終了等の措置を執ることもあり得ること。

第１号様式(第９条関係)

公益社団法人 多摩市シルバー人材センター

　理事長

　　た場合には、更新もあります。

　　いこと。

平成　　年　　月　　日

　　　　就　　業　　確　　認　　書

会 員 番 号  

会 員 氏 名

（最終就業期間満了日　：　平成  年  月  日　）

　就業内容

契約件名  

就業場所  

就業内容  

②　上記終了の年月日前に、就業者選考委員会において、更新または終了

　　についての判定作業を行ないます。　特に、問題等がないと判断され

　　※　その都度（2回）の更新に対する就業確認書の発行はありません。

③　なお、当センター規程等に反したときは、上記期間内であっても就業

　　終了等の措置を執ります。その際、その決定に従い、異議をはさまな

　就業期間

平 成 年 月 日 ～ 平 成 年 月 日

①　上記期間の内、平成  年  月  日以降の就業期間は、契約が更新され

　　た場合に限られます。加えて上記就業期間内であっても契約終了の際


